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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に形成されたｎ型半導体層、活性層、及びｐ型半導体層からなる窒化物半導体層
にリッジストライプからなる導波路領域を有し、該導波路領域の共振器面に前記活性層よ
りもバンドギャップの広い窒化物半導体からなるウインドウ領域を有する窒化物半導体レ
ーザ素子であって、
　前記窒化物半導体層は、一部が前記共振器面よりも突出するｎ型半導体層突出部を有し
、
　前記ウインドウ領域は、前記ｐ型半導体層の端面から、前記ｎ型半導体層突出部より活
性層側のｎ型半導体層の端面までの端面領域に形成され、
　前記基板の表面は、ｎ型半導体層突出部から露出することを特徴とする窒化物半導体レ
ーザ素子。
【請求項２】
　前記ウインドウ領域は、前記共振器面での膜厚が、前記ｎ型半導体層突出部の端面から
前記共振器面までの距離よりも小さい請求項１記載の窒化物半導体レーザ素子。
【請求項３】
　前記ウインドウ領域は、前記導波路領域から離間する領域が遮光膜で被覆されている請
求項１又は請求項２記載の窒化物半導体レーザ素子。
【請求項４】
　前記ｎ型半導体層突出部は、端面が遮光膜で被覆されている請求項１乃至請求項３記載
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の窒化物半導体レーザ素子。
【請求項５】
　前記活性層はＩｎｘＧａ１－ｘＮ（０≦ｘ≦１）を含む層であり、前記ウインドウ領域
はＡｌｙＧａ１－ｙＮ（０≦ｙ≦１）からなる窒化物半導体である請求項１乃至請求項４
記載の窒化物半導体レーザ素子。
【請求項６】
　基板上に、ｎ型半導体層、活性層、及びｐ型半導体層からなる窒化物半導体層を積層後
、エッチングによって共振器面を形成し、該共振器面に、前記活性層よりもバンドギャッ
プの広い窒化物半導体からなるウインドウ領域を形成する窒化物半導体レーザ素子の製造
方法であって、
前記ウインドウ領域形成後に、対向する共振器面の間の半導体層を更にエッチングして、
共振器面から突出するｎ型半導体層突出部を形成する工程を有し、前記ｎ型半導体層突出
部から露出した領域において素子分割を行うことを特徴とする窒化物半導体レーザ素子の
製造方法。
【請求項７】
　前記ウインドウ領域は、前記ｐ型半導体層の上面に表面保護膜を形成し、その表面保護
膜を有したまま形成させることを特徴とする請求項６記載の窒化物半導体レーザ素子の製
造方法。
【請求項８】
　前記ウインドウ領域を形成後に、リッジストライプを形成する請求項６又は７記載の窒
化物半導体レーザ素子の製造方法。
【請求項９】
　前記共振器面は、窒化物半導体のＭ面である請求項６乃至請求項８記載の窒化物半導体
レーザ素子。
【請求項１０】
　前記表面保護膜は、共振器面形成時のエッチングマスクである請求項７乃至請求項９記
載の窒化物半導体レーザ素子の製造方法。
【請求項１１】
　前記エッチングマスクと前記窒化物半導体層との間に、第１の保護膜を有する請求項７
乃至請求項１０記載の窒化物半導体レーザ素子の製造方法。
【請求項１２】
　前記第１の保護膜は、前記エッチングマスクと同等又はそれより大きく形成されている
請求項１１記載の窒化物半導体レーザ素子の製造方法。
【請求項１３】
　前記第１の保護膜は、窒化物半導体である請求項１１又は請求項１２記載の窒化物半導
体レーザ素子の製造方法。
【請求項１４】
　前記第１の保護膜は、ＡｌＮである請求項１３記載の窒化物半導体レーザ素子の製造方
法。
【請求項１５】
　前記エッチングマスクは、ＳｉＯ２を含む化合物である請求項１０乃至請求項１４記載
の窒化物半導体レーザ素子の製造方法。
【請求項１６】
　前記ｎ型半導体層突出部を形成する工程は、基板が露出するまでエッチングすることを
特徴とする請求項６乃至１５記載の窒化物半導体レーザ素子の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はストライプ状の導波路領域を有する窒化物半導体レーザ素子に係り、端面にウイ
ンドウ構造を有し、高出力が可能な窒化物半導体レーザ素子であって、特に、共振器面に
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窒化物半導体が再成長されてなる端面成長型ウインドウ構造に関するものである。本発明
の窒化物半導体レーザ素子に用いる具体的な組成としては、ＧａＮ、ＡｌＮ、若しくはＩ
ｎＮ、又はこれらの混晶であるIII－Ｖ族窒化物半導体（ＩｎｘＡｌｙＧａ１－ｘ－ｙＮ
、０≦ｘ、０≦ｙ、ｘ＋ｙ≦１）を用いた窒化物半導体レーザ素子が挙げられる。
【０００２】
【従来の技術】
近年、半導体レーザは、小型、長寿命、高信頼性、かつ高出力化が進み、主にパーソナル
コンピュータ、ＤＶＤなどの電子機器、医療機器、加工機器や光ファイバ通信の光源など
に利用されている。中でも窒化物半導体（ＩｎｘＡｌｙＧａ１－ｘ－ｙＮ、０≦ｘ、０≦
ｙ、ｘ＋ｙ≦１）は、比較的短波長の紫外域から赤色が発光可能な半導体レーザとして注
目されている。
【０００３】
窒化物半導体レーザ素子は、サファイア基板上にバッファ層、ｎ型コンタクト層、クラッ
ク防止層、ｎ型クラッド層、ｎ型光ガイド層、活性層、ｐ型光ガイド層、ｐ型キャップ層
、ｐ型クラッド層、ｐ型コンタクト層などが順に積層された積層構造体からなっている。
そして、このような積層構造体にリッジストライプが形成されることでストライプ状の導
波路領域が設けられ、その導波路領域の端面に共振器面が形成されている。
【０００４】
このような窒化物半導体レーザ素子では、劈開により共振器面を形成させるのが必ずしも
容易ではないため、エッチングにより共振器面を形成することが検討されている。エッチ
ングの方法としては、異方性エッチングが可能な反応性イオンエッチング（ＲＩＥ）等の
ドライエッチングが好ましく用いられている。このようなＲＩＥによって形成されたエッ
チング面は劈開面に比べると凹凸が多いため、反射損失が大きくなる。そのような問題を
解決する技術として、共振器面に誘電体保護膜等を設けてその損失を補うことができる。
しかしながら、このような誘電体保護膜を設けたとしても、高出力時に充分耐えうるもの
ではない。このような問題を解決するために、活性層よりもバンドギャップの広い保護膜
（ウインドウ領域）を設けるという技術がある。ウインドウ領域を設けることで、端面の
劣化を抑制することができる。
【０００５】
【特許文献１】
特開平０７－２４９８３０号公報
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、ウインドウ領域が導波路領域近傍だけでなく、端面の広い領域に形成されてい
ると、活性層からの光がウインドウ領域内を伝搬してしまい、光損失が多くなるという問
題が生じる場合がある。また、ウインドウ領域の製造方法においては、エッチングによる
共振器面が半導体層の成長面と略垂直な方向であるため、ウエハのまま成長させると、均
一な膜質のウインドウ領域が得られにくいという問題がある。更に、ウインドウ領域成長
時に、その成長温度によって素子特性が劣化するという問題も生じる。そこで、本発明は
上記問題を鑑み、ウインドウ領域による光損失の少ない窒化物半導体レーザ素子を提供す
ることを目的とする。また、均一な膜質のウインドウ領域が得られ、また、ウインドウ領
域形成時の素子特性劣化を抑制する窒化物半導体レーザ素子の製造方法を提供することを
目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　本発明における窒化物半導体レーザ素子は、基板上に形成されたｎ型半導体層、活性層
、及びｐ型半導体層からなる窒化物半導体層にリッジストライプからなる導波路領域を有
し、導波路領域の共振器面に活性層よりもバンドギャップの広い窒化物半導体からなるウ
インドウ領域を有する窒化物半導体レーザ素子であって、窒化物半導体層は、一部が共振
器面よりも突出するｎ型半導体層突出部を有し、ウインドウ領域は、ｐ型半導体層の端面
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から、ｎ型半導体層突出部より活性層側のｎ型半導体層の端面までの端面領域に形成され
、前記基板の表面は、ｎ型半導体層突出部から露出することを特徴とする。
【０００８】
本発明の請求項２に記載の窒化物半導体レーザ素子は、ウインドウ領域は、共振器面での
膜厚が、ｎ型半導体層突出部の端面から前記共振器面までの距離よりも小さいことを特徴
とする。
【０００９】
本発明の請求項３に記載の窒化物半導体レーザ素子は、ウインドウ領域は、導波路領域か
ら離間する領域が遮光膜で被覆されていることを特徴とする。
【００１０】
本発明の請求項４に記載の窒化物半導体レーザ素子は、ｎ型半導体層突出部は、端面が遮
光膜で被覆されていることを特徴とする。
【００１１】
本発明の請求項５に記載の窒化物半導体レーザ素子は、活性層はＩｎｘＧａ１－ｘＮ（０
≦ｘ≦１）を含む層であり、ウインドウ領域はＡｌｙＧａ１－ｙＮ（０≦ｙ≦１）からな
ることを特徴とする。
【００１３】
　本発明の請求項６に記載の窒化物半導体レーザ素子の製造方法は、基板上に、ｎ型半導
体層、活性層、及びｐ型半導体層からなる窒化物半導体層を積層後、エッチングによって
共振器面を形成し、共振器面に、活性層よりもバンドギャップの広い窒化物半導体からな
るウインドウ領域を形成する窒化物半導体レーザ素子の製造方法であって、前記ウインド
ウ領域形成後に、対向する共振器面の間の半導体層を更にエッチングして、共振器面から
突出するｎ型半導体層突出部を形成する工程を有し、前記ｎ型半導体層突出部から露出し
た領域において素子分割を行うことを特徴とする。
　本発明の請求項７に記載の窒化物半導体レーザ素子の製造方法は、前記ウインドウ領域
は、前記ｐ型半導体層の上面に表面保護膜を形成し、その表面保護膜を有したまま形成さ
せることを特徴とする。
【００１４】
本発明の請求項８に記載の窒化物半導体レーザ素子の製造方法は、ウインドウ領域を形成
後に、リッジストライプを形成することを特徴とする。
【００１６】
　本発明の請求項９に記載の窒化物半導体レーザ素子は、共振器面は、窒化物半導体のＭ
面であることを特徴とする。
【００１７】
　本発明の請求項１０に記載の窒化物半導体レーザ素子の製造方法は、表面保護膜は、共
振器面形成時のエッチングマスクであることを特徴とする。
【００１８】
　本発明の請求項１１に記載の窒化物半導体レーザ素子の製造方法は、表面保護膜は、エ
ッチングマスクと窒化物半導体層との間に、第１の保護膜を有することを特徴とする。
【００１９】
　本発明の請求項１２に記載の窒化物半導体レーザ素子の製造方法は、第１の保護膜は、
エッチングマスクと同等又はそれより大きく形成されていることを特徴とする。
【００２０】
　本発明の請求項１３に記載の窒化物半導体レーザ素子の製造方法は、第１の保護膜は、
窒化物半導体であることを特徴とする。
【００２１】
　本発明の請求項１４に記載の窒化物半導体レーザ素子の製造方法は、第１の保護膜は、
ＡｌＮであることを特徴とする。
【００２２】
　本発明の請求項１５に記載の窒化物半導体レーザ素子の製造方法は、エッチングマスク
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は、ＳｉＯ２を含む化合物であることを特徴とする。
　本発明の請求項１６に記載の窒化物半導体レーザ素子の製造方法は、前記ｎ型半導体層
突出部を形成する工程は、基板が露出するまでエッチングすることを特徴とする。
【００２３】
【発明の実施の形態】
本発明に係る実施の形態の窒化物半導体レーザ素子は、ｎ型半導体層、活性層、及びｐ型
半導体層からなる窒化物半導体層からなっている。ｐ型半導体層にはリッジストライプが
形成されており、これによりストライプ状の実効屈折率型の導波路領域が設けられる。そ
して、ストライプ状導波路領域と直交するように設けられている共振器面に、活性層より
もバンドギャップの広い半導体層からなるウインドウ領域を有しているものである。
【００２４】
本実施の形態の窒化物半導体レーザ素子は、図１に示すように共振器面よりも突出するｎ
型半導体層突出部１５を有するものであり、ｐ型半導体層の端面からｎ型半導体層突出部
より活性層側のｎ型半導体層の端面までの端面領域に、ウインドウ領域９が形成されてい
ることを特徴とするものである。
【００２５】
（ウインドウ領域）
ｐ型半導体層まで成長させた窒化物半導体層に共振器面を形成すると、その共振器面には
表面準位が存在する。素子駆動時にはその表面準位が非発光性再結合を促進して熱が発生
し、この熱の発生により共振器面のバンドギャップが小さくなるという現象が生じる。バ
ンドギャップが小さくなると光を吸収しやすくなるので、これにより、更に共振器面の温
度上昇が加速されてバンドギャップが小さくなる、というサイクルが生じる。このような
現象により、ついには共振器面が融解してＣＯＤが生じる。ウインドウ領域はこのような
現象を抑制するためのもので、共振器面に活性層よりもバンドギャップの広い窒化物半導
体を設けることで、バンドギャップが小さくなることによる光の吸収を抑制することがで
きる。
【００２６】
本実施の形態の窒化物半導体レーザ素子は、上記のようなウインドウ領域を、端面全面で
はなく、活性層を含む導波路領域近傍に形成させるものである。具体的には、共振器面形
成時のエッチングをｎ型半導体層の一部が露出する深さまでとし、共振器面と同一平面領
域を少なくし、その領域にウインドウ領域を形成させるものである。ウインドウ領域は、
上述のように、活性層よりもバンドギャップの広い窒化物半導体層であるので、光の吸収
は少ない層ではあるが、光の伝搬は可能な層である。従って、外部との屈折率差、及び窒
化物半導体層との界面との屈折率差によってウインドウ領域内を光が反射しながら伝搬す
ることが可能であるので、活性層を含む導波路領域から出射された光はウインドウ領域全
般に伝搬されることになる。本実施の形態の窒化物半導体レーザ素子は、このようなウイ
ンドウ領域の形成面積を小さくすることで、光の伝搬する領域を少なくすることができる
。これにより、導波路領域から離れた位置にまで光が伝搬して出射面以外から光が放出さ
れることによるＦＦＰの乱れなどを生じにくくすることができる。すなわち、ウインドウ
領域の形成面積を小さくすることで、ウインドウ領域によるビーム特性の悪化の少ない窒
化物半導体レーザ素子とすることができる。
【００２７】
ウインドウ領域の大きさは、ｎ型半導体層突出部の形成位置によって適宜選択することが
できる。少なくとも活性層の端面に形成させることが必要であり、光ガイド層を有する場
合などは、その層も含めた導波路領域の端面に形成させる必要がある。ガイド層よりも外
側の層、例えばクラッド層の端面については、光の吸収を抑制するという意味では特に設
けなくてもよいが、設けないことで共振器面近傍の屈折率差が大きくなってビーム特性に
悪影響を及ぼす場合があるので、設けるのが好ましい。コンタクト層については、ｎ型コ
ンタクト層は導波路領域からの距離が大きいので特に設ける必要はないが、ｐ型コンタク
ト層はｎ型コンタクト層に比べて活性層に近く、その膜厚も薄いため、設けるのが好まし
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い。
【００２８】
また、ウインドウ領域の膜厚は、共振器面からの膜厚が１００Å～１０μｍの範囲が好ま
しく、より好ましくは１０００Å～１μｍであり、更に好ましくは４００Å～７０００Å
である。ウインドウ領域の膜厚が１００Åより小さいと、ウインドウ領域として機能しに
くくなるので好ましくない。また、１０μｍよりも大きくなると、光学特性を悪化させる
ので好ましくない。また、ｎ型半導体層突出部の端部よりも突出しないようにするのが好
ましく、より好ましくは、共振器面から離間するｎ型半導体層突出部の上部には設けない
ようにするのが好ましい。
【００２９】
本実施の形態において、窒化物半導体レーザ素子の活性層は、ＩｎｘＧａ１－ｘＮ（０≦
ｘ≦１）を含む層で有る場合、ウインドウ領域はＡｌｙＧａ１－ｙＮ（０≦ｙ≦１）とす
るのが好ましい。活性層は、Ｉｎを含むものとすることで可視～紫外領域までの広い波長
範囲の発光が可能な窒化物半導体レーザ素子とすることができる。そして、このような活
性層よりもバンドギャップを広くするために、上記組成からなるウインドウ領域を形成さ
せるのが好ましい。上記組成式でｘ及びｙを０以外とすることで、組成の異なるものとす
ることが可能であり、このような組成の組み合わせによりバンドギャップを変更するのが
好ましい。また、上記組成において、ｘとｙを共に０とすることで活性層とウインドウ領
域とが同じ組成となるが、例え同じ組成であっても、成長条件や膜厚等によってはバンド
ギャップを変更することができるので、組成変更が困難な場合は同一の組成とすることも
できる。
【００３０】
（ｎ型半導体層突出部）
本実施の形態の窒化物半導体レーザ素子は、ウインドウ領域を導波路領域近傍の限られた
領域に設けるために、ｎ型半導体層の端面が一部突出するよう形状を有している。このよ
うな端面形状とすることで、マスク材等を用いることなくウインドウ領域の形成領域を小
さくすることが容易になる。特に、ウエハのままで共振器面を含む端面の一部に再成長の
ためのマスクを設けることは困難であり、例え形成できたとしても制御よく形成しにくく
、そのマスクの膜質も充分なものが得られにくい。そのため、ウインドウ領域の膜質が不
十分なものなりやすい。本実施の形態のような端面形状とすることで、均一な膜質の半導
体からなるウインドウ領域を得ることができる。
【００３１】
ｎ型半導体層突出部に含まれるｎ型半導体層は、共振器面形成時のエッチング深さによっ
て制御することができる。例えば、共振器面形成時に、ｎ型コンタクト層の途中までエッ
チングすると、ｎ型半導体層突出部はｎ型コンタクト層の一部と下地層やバッファ層など
とすることができる。また、ｎ型半導体層側に基板を有する場合は、基板もｎ型半導体層
突出部の一部とみなしてよい。
【００３２】
また、上述のように、ｎ型半導体層突出部の端面から共振器面までの距離は、ウインドウ
領域の共振器面での膜厚よりも大きくするのが好ましい。これにより、ｎ型半導体層突出
部の方がウインドウ領域よりも突出していることになるので、後の工程でウインドウ領域
を劈開或いはエッチング等で加工せずに用いることができる。すなわち共振器面への半導
体の再成長によって形成されている、ウインドウ領域を、その成長面をそのまま出射面と
して用いることができることで、光の損失を極めて少なくすることができる。但し、ｎ型
半導体層突出部がウインドウ領域よりもあまり突出しすぎると、導波路領域から出射され
る光がｎ型半導体層突出部によって遮られてビーム形状が悪化することになるので、出射
光を遮らない程度にする必要がある。
【００３３】
（遮光膜）
先に述べたように、ウインドウ領域は光の吸収しにくい層であって、活性層からの光は、
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素子内部と同様に伝搬される層である。従って、共振器面から出射された光はウインドウ
領域内を伝搬して任意の位置から外部に放出されることになる。そのような光がレーザ光
の主ビームに混ざることで光分布に凹凸（リップル）が生じ、ＦＦＰが悪化する。このよ
うな現象を改善するために、ウインドウ領域の表面のうち、導波路領域から離間した部分
を遮光膜で被覆することができる。このように、リッジストライプから離間した活性層端
面を含む端面に遮光膜を設けることで、ＦＦＰのｘ成分に生じるリップルを低減させるこ
とができる。この遮光膜は、活性層からの光を遮光することが可能なものであればよく、
例えば、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｔｉ、Ｃｕ、Ｆｅ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｎｂ、Ｗ、Ｒｈ、Ｒｕ、Ｍｇ、Ｇ
ａ、Ｐｔ、Ａｕ、Ｓｉ、Ｐｄ、Ｖ、Ｔａ、Ｍｏ、Ｃ等を用いた材料を選択することができ
る。より好ましくは、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｔｉ、Ｓｉを用いた材料である。また、これらの酸化
物等も用いることができる。以上の材料は単層膜で用いることもできるし、或いは多層膜
として用いることもできる。
【００３４】
次に、本発明の窒化物半導体レーザ素子の各層及び構成について詳説する。
（窒化物半導体）
本発明の窒化物半導体レーザ素子として用いられる半導体層としては、ＧａＮ、ＡｌＮ、
ＩｎＮ、及びこれらの混晶であるIII－Ｖ族窒化物半導体（ＩｎｘＡｌｙＧａ１－ｘ－ｙ

Ｎ、０≦ｘ、０≦ｙ、ｘ＋ｙ≦１）が好ましい。以下、本発明の窒化物半導体レーザ素子
について具体的に説明する。
【００３５】
（成長基板）
成長基板としては、窒化物半導体層をエピタキシャル成長させることができる基板であれ
ば異種基板でも同種基板でもよく、大きさや厚さ等は特に限定されない。具体的な例とし
ては、異種基板では、Ｃ面、Ｒ面、及びＡ面のいずれかを主面とするサファイアやスピネ
ル（ＭｇＡ１2Ｏ4）のような絶縁性基板、また炭化珪素（６Ｈ、４Ｈ、３Ｃ）、シリコン
、ＺｎＳ、ＺｎＯ、Ｓｉ、ＧａＡｓ、ダイヤモンド、及び窒化物半導体と格子接合するニ
オブ酸リチウム、ガリウム酸ネオジウム等の酸化物基板が挙げられる。また、デバイス加
工が出来る程度の厚膜（数十μｍ以上）であれば同種基板である窒化物半導体基板を用い
ることもできる。
【００３６】
成長基板として異種基板を用いる場合は、窒化物半導体層を成長させる前にバッファ層を
成長させるのが好ましい。バッファ層としては、一般式ＡｌａＧａ１－ａＮ（０≦ａ≦０
．８）で表される窒化物半導体、より好ましくは、ＡｌａＧａ１－ａＮ（０．０５≦ａ≦
０．５）で示される窒化物半導体を用いる。バッファ層の成長温度としては、低温成長で
あるのが好ましい。これにより、窒化物半導体層上の転位やピットを低減させることがで
きる。さらに、前記異種基板上にＥＬＯ（Ｅｐｉｔａｘｉａｌ－Ｌａｔｅｒａｌ－Ｏｖｅ
ｒｇｒｏｗｔｈ）法によりＡｌｘＧａ１－ｘＮ（０≦Ｘ≦１）層を成長させてもよい。又
は、基板上に横方向成長させた窒化物半導体をＴ字形状とし、保護膜を除去させた後、さ
らに窒化物半導体を再成長させたものを用いてもよい。このような窒化物半導体層を有す
る異種基板は、Ｔ字柱上には転位が伸びるものの、Ｔ字両翼上部、及び隣り合うＴ字両翼
の開口部上には転位が大幅に低減された結晶性の良好な窒化物半導体基板を得ることがで
き、再成長させた接合部にも転位が低減するため、この基板は低欠陥領域がウエハ上に広
範囲で存在することとなる。そのため、この基板上に形成した窒化物半導体レーザ素子は
寿命特性の良好なものが期待できる。またＴ字両翼下には保護膜除去により再成長後も空
洞が残るため、反り抑制効果もある。
【００３７】
また、上記のような窒化物半導体層の成長基板として用いることはできないが、レーザ素
子として駆動させる時に半導体層を保持するために、成長基板とは異なる基板（支持基板
）を設けることもできる。例えば、成長基板が絶縁性の基板である場合に、支持基板とし
て金属などからなる導電性の基板を用いることができる。このような導電性の支持基板を
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用いると、半導体層の上下面に電極を設けることができるので、素子内部の抵抗を低減さ
せることができる。すなわち、成長基板の特性（例えば絶縁性）が、素子駆動時の弊害（
同一面側に両電極形成）となっている場合には、成長基板をそのまま保持するのではなく
、別の材質からなる支持基板に接合させることで、より優れた特性を得ることができる。
このような支持基板は、ｐ型半導体側でもｎ側半導体層側でもよく、支持基板の材料につ
いても、適宜選択することができる。また、成長基板の分離、支持基板の接合等の工程は
、ウインドウ領域形成の前或いは後に行うことができる。
【００３８】
（活性層）
本発明の窒化物半導体レーザ素子は、特に活性層がＩｎを含む窒化物半導体層を有するも
のが好ましい。これにより、紫外線及び可視域において紫色系から赤色系の波長のレーザ
光を得ることができる。また、活性層は、量子井戸構造であってもよく、その場合、単一
量子井戸、多量子井戸のいずれでも良い。好ましくは量子井戸構造とすることで、発光効
率に優れ、高出力のレーザ素子が得られる。具体的には、ＡｌｘＩｎｙＧａ１－ｘ－ｙＮ
（０≦ｘ≦１、０＜ｙ≦１、ｘ＋ｙ≦１）で表される窒化物半導体を用いることが好まし
い。この場合、量子井戸構造の活性層においては、井戸層としてここで示した窒化物半導
体を用いることが好ましいことを意味する。また、近紫外から可視光の緑色までの波長領
域（３８０ｎｍ以上５５０ｎｍ以下）では、ＩｎｙＧａ１－ｙＮ（０＜ｙ＜１）を用いる
ことが好ましく、またそれ以上の長波長領域（赤色）でも、同様にＩｎｙＧａ１－ｙＮ（
０＜ｙ＜１）を用いることができ、この時、主にＩｎ混晶比ｙを変化させることにより、
所望の波長を得ることができる。３８０ｎｍ以下の短波長の領域では、ＧａＮの禁制帯幅
に相当する波長が３６５ｎｍであるため、ＧａＮとほぼ同じか若しくはそれよりも大きな
バンドギャップエネルギーとする必要があるため、例えばＡｌｘＩｎｙＧａ１－ｘ－ｙＮ
（０＜ｘ≦１、０＜ｙ≦１、ｘ＋ｙ≦１）が用いられる。
【００３９】
活性層を量子井戸構造とする場合、具体的な井戸層の膜厚としては、１０Å以上３００Å
以下の範囲、好ましくは２０Å以上２００Å以下の範囲とすることで、Ｖｆ、しきい値電
流密度を低減させることができる。また、結晶成長の観点からは、２０Å以上であると、
膜厚に大きなむらがなく比較的均一な膜質の層が得られ、２００Å以下とすることで結晶
欠陥の発生を低く抑えた結晶成長が可能となる。活性層内の井戸層数としては特に限定さ
れず、１以上であり、この時、井戸層の数が４以上である場合には、活性層を構成する各
層の膜厚が厚くなると、活性層全体の膜厚が厚くなって、Ｖｆの上昇を招くこととなるた
め、井戸層の膜厚を１００Å以下の範囲として、活性層の膜厚を低く抑えることが好まし
い。また、井戸層にはｐ又はｎ型の不純物（アクセプター又はドナー）がドープされてい
ても、アンドープ若しくはノンドープであっても良い。
【００４０】
障壁層の組成としては、特に限定されないが、井戸層と同様の窒化物半導体を用いること
ができ、具体的には井戸層よりＩｎ混晶比の低いＩｎＧａＮなどのＩｎを含む窒化物半導
体、若しくはＧａＮ、ＡｌＧａＮ等のＡｌを含む窒化物半導体などを用いることができる
。具体的な組成としては、ＩｎβＧａ１－βＮ（０≦β＜１，α＞β）、ＧａＮ、Ａｌγ

Ｇａ１－γＮ（０＜γ≦１）などを用いることができ、好ましくはＩｎβＧａ１－δＮ（
０≦β＜１，α＞β）、ＧａＮを用いることで良好な結晶性でもって障壁層が形成できる
。多重量子井戸構造において、井戸層に挟まれた障壁層は、特に１層であること（井戸層
／障壁層／井戸層）に限るものではなく、２層若しくはそれ以上の層の障壁層を、「井戸
層／障壁層（１）／障壁層（２）／・・・／井戸層」というように、組成・不純物量等の
異なる障壁層を複数設けても良い。ここでαは井戸層のＩｎ組成比であり、α＞βとして
障壁層のＩｎ組成比βを井戸層より小さくすることが好ましい。また、障壁層は、ｎ型不
純物がドープされていても、ノンドープであっても良いが、好ましくはｎ型不純物がドー
プされていることである。この時、障壁層中のｎ型不純物濃度としては、少なくとも５×
１０１６／ｃｍ３以上ドープされていることが好ましく、上限としては１×１０２０／ｃ
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ｍ３である。
【００４１】
（ｐ型クラッド層）
ｐ型クラッド層に用いられる窒化物半導体としては、光を閉じ込めるのに十分な屈折率差
が設けられていればよく、Ａｌを含む窒化物半導体層が好ましく用いられる。また、この
層は、単一若しくは多層膜であっても良く、ＡｌＧａＮとＧａＮとを交互に積層した超格
子構造であっても良い。さらに、この層は不純物がドープされていても良いし、アンドー
プであっても良く、多層膜の場合はそれを構成する少なくとも１つの層にドープしたもの
であってもよい。なお、発振波長が長波長の４３０～５５０ｎｍの窒化物半導体レーザ素
子では、このｐ型クラッド層はｐ型不純物をドープしたＧａＮが好ましい。又、膜厚とし
ては特に限定されるものではないが、１００Å以上２μｍ以下で形成することが好ましく
、更に好ましくは５００Å以上１μｍ以下の範囲で形成することで十分な光閉じ込め効果
を有する。また、活性層とｐ型クラッド層との間に、電子閉じ込め層、光ガイド層を設け
て、活性層及び光ガイド層を挟み込む構造とすることが好ましい。
【００４２】
（ｐ型電子閉じ込め層）
活性層とｐ型クラッド層との間、好ましくは活性層とｐ型光ガイド層との間に設けられる
ｐ型電子閉じ込め層は、活性層へのキャリアの閉じ込めとしても機能する層であり、閾値
電流を低下させることにより容易な発振に寄与し、具体的にはＡｌＧａＮを用いる。特に
、ｐ型半導体層に、ｐ型クラッド層、ｐ型電子閉じ込め層を設ける構成とすることで、よ
り効果的な電子閉じ込め効果が得られる。このｐ型電子閉じ込め層にＡｌＧａＮを用いる
場合には、好ましくはｐ型不純物をドープしたものとすることでより確実に前記機能を発
揮し得るが、ノンドープであっても前記キャリアの閉じ込めとして機能を有する。膜厚の
下限としては、少なくとも１０Åで好ましくは２０Åである。また、膜厚としては、５０
０Å以下で形成し、ＡｌxＧａ1-xＮの組成としては、ｘが０以上、好ましくは０．２以上
とする事で前記効果が十分に期待できる。このように、ｐ型電子閉じ込め層は、好ましく
は活性層に接して設けることで、効率良く活性層若しくは井戸層内にキャリアを注入でき
る。
【００４３】
（ガイド層）
本発明において、活性層を挟むｐ型及びｎ型ガイド層をそれぞれｐ型及びｎ型クラッド層
より内側に設けて、光導波路を形成することで、窒化物半導体において優れた導波路を形
成することができる。この時、導波路（活性層とそれを挟み込む両ガイド層）の膜厚とし
ては、具体的には６０００Å以下とし、発振閾値電流の急激な増大を抑制し、好ましくは
４５００Å以下とすることで、低く抑えられた発振閾値電流で、基本モードによる長寿命
の連続発振が可能となる。また、両ガイド層は、ほぼ同じ膜厚で形成することが好ましく
、ガイド層の膜厚としては１００Å以上１μｍ以下の範囲に設定することが好ましく、よ
り好ましくは５００Å以上２０００Å以下で形成することで良好な光導波路を設けること
ができる。更に、ガイド層としては、その外側に設けられるクラッド層と比較して、導波
路を形成するために十分なエネルギーバンドギャップを有していればよく、単一の膜、多
層膜のどちらでも良い。また、光ガイド層として、具体的には、活性層とほぼ同じ、好ま
しくはそれよりも大きなバンドギャップエネルギーとすることで良好な導波路の形成が可
能であり、量子井戸構造の場合には井戸層よりもバンドギャップエネルギーを大きくし、
好ましくは障壁層よりも大きくすることである。さらには、活性層の発光波長よりも１０
ｎｍ程度以上のバンドギャップエネルギーを光ガイド層に設けることで、光の導波に優れ
た導波路が形成できる。
【００４４】
（ｎ型クラッド層）
ｎ型クラッド層としては、ｐ型クラッド層と同様に、光を閉じ込めるのに十分な屈折率差
が設けられていれば良く、Ａｌを含む窒化物半導体層が好ましく用いられる。また、この
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層は、単一若しくは多層膜であっても良く、具体的には実施例に示すように、ＡｌＧａＮ
とＧａＮとを交互に積層した超格子構造であっても良い。また、このｎ型クラッド層は、
キャリアの閉じ込め層、及び光閉じ込め層として作用し、多層膜構造とする場合には、前
述のように、Ａｌを含む窒化物半導体、好ましくはＡｌＧａＮを成長させると良い。さら
に、この層は、ｎ型不純物がドープされていても良いし、アンドープであっても良く、多
層膜層としてその構成する少なくとも１つの層にドープしたものであっても良い。なお、
発振波長が長波長の４３０～５５０ｎｍのレーザ素子では、このクラッド層はｎ型不純物
をドープしたＧａＮが好ましい。また、膜厚としては、ｐ型クラッド層と同様に、特に限
定されるものではないが、１００Å以上２μｍ以下で形成すること、好ましくは５００Å
以上１μｍ以下の範囲で形成することで、十分な光の閉じ込め層として機能する。
【００４５】
（電極）
本発明の半導体レーザ素子において、ストライプ状のリッジの上に形成されるｐ側電極、
及びｎ側層（ｎ型コンタクト層）に設けられるｎ側電極としては、特に限定されるもので
はなく、窒化物半導体と良好なオーミック接触得られる材料を好ましく用いることができ
る。導波路領域となるリッジストライプ対応して形成させることで、キャリアの注入を効
率よく行うことが出来る。また、後述する絶縁膜を介して窒化物半導体を接するように設
けることも出来る。また、半導体と接するように設けられるオーミック電極と、ボンディ
ングに適した材料からなるパッド電極とを設けてもよい。本実施の形態においては、第１
の絶縁膜を形成後、開口部を設けてオーミック電極形成し、その上に更に開口部を有する
第２の絶縁膜を形成し、その上にパッド電極を形成された構造である。具体的な材料とし
ては、ｐ側電極では、Ｎｉ、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｔｉ、Ｃｕ、Ｒｈ、Ａｕ、Ｒｕ、Ｗ、Ｚｒ、Ｍ
ｏ、Ｔａ、Ｐｔ、Ａｇ及びこれらの酸化物、窒化物等があげられ、これらの単層、合金、
或いは多層膜を用いることができる。また、ｎ側電極では、Ｎｉ、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｔｉ、Ｃ
ｕ、Ｒｈ、Ａｕ、Ｒｕ、Ｗ、Ｚｒ、Ｍｏ、Ｔａ、Ｐｔ、Ａｇ等があげられ、これらの単層
、合金、或いは多層膜を用いることができる。
【００４６】
（第１の絶縁層）
本発明の窒化物半導体レーザ素子において、窒化物半導体層の一部を除去して、リッジス
トライプの側面、及びそれに連続するリッジ両側の平面（リッジが設けられている表面）
に埋め込み層として絶縁膜（以下、第１の絶縁層）を形成することが好ましい。第１の絶
縁層の材料としてはＳｉＯ2以外の材料、好ましくはＴｉ、Ｖ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｈｆ、Ｔａ
よりなる群から選択された少なくとも一種の元素を含む酸化物、ＳｉＮ、ＢＮ、ＳｉＣ、
ＡｌＮの内の少なくとも一種で形成することが望ましく、その中でもＺｒ、Ｈｆの酸化物
、ＢＮ、ＳｉＣを用いることが特に好ましい。これらの材料はフッ酸に対しても多少溶解
する性質を有しているものもあるが、レーザ素子の絶縁層として用いれば埋め込み層とし
てＳｉＯ2よりもかなり信頼性が高くなる傾向にある。また一般的にＰＶＤ、ＣＶＤのよ
うな気相で成膜した酸化物系薄膜は、その元素と酸素とが当量反応した酸化物となりにく
いので、酸化物系薄膜の絶縁性に対する信頼性が不十分となり易い傾向にあるが、本発明
で選択した前記元素のＰＶＤ、ＣＶＤによる酸化物、ＢＮ、ＳｉＣ、ＡｌＮはＳｉ酸化物
よりも絶縁性に関する信頼性に優れている。しかも酸化物の屈折率を窒化物半導体よりも
小さいもの（例えばＳｉＣ以外のもの）を選択すると、レーザ素子の埋め込み層として非
常に都合がよい。
【００４７】
また、第１の絶縁層の膜厚としては、具体的には、５００Å以上１μｍ以下の範囲、好ま
しくは１０００Å以上５０００Å以下の範囲とすることである。なぜなら、５００Å以下
であると、電極の形成時に、十分な絶縁性を確保することが困難で、１μｍ以上であると
、かえって保護膜の均一性が失われ、良好な絶縁膜とならないからである。また、前記好
ましい範囲にあることで、リッジ（凸部）側面において、リッジとの間に良好な屈折率差
を有する均一な膜が形成される。
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【００４８】
（第２の絶縁層）
第２の絶縁層は、ｐ側オーミック電極の、リッジ上部を除く全面に渡るように設けるもの
である。また、エッチングによって露出されたｐ型半導体層及び活性層の側部端面にも連
続するように設けるのが好ましい。好ましい材料としては、ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、Ｚｒ
Ｏ２、ＴｉＯ２などの単層膜または多層膜を挙げることができる。
【００４９】
（共振器面保護膜）
光出射側の共振器面にはウインドウ領域が形成されているが、効率よく共振させるために
、ウインドウ領域の表面に保護膜を設けることができる。特に、モニター側の共振器面に
は、出射側の共振器面と屈折率差を設けるためにも保護膜を設けるのが好ましい。具体的
な材料として、導体材料としては、Ｎｂ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｔｉ、Ｃｕ、Ｆｅ、Ｚｒ、Ｈｆ、
Ｎｂ、Ｗ、Ｒｈ、Ｒｕ、Ｍｇ、Ａｌ、Ｓｃ、Ｙ、Ｍｏ、Ｔａ、Ｃｏ、Ｐｄ、Ａｇ、Ａｕ、
Ｐｔ、Ｇａ、更にはこれらの酸化物、窒化物、フッ化物などの化合物から選ばれたいずれ
かから選ばれたものを用いることができる。これらは、単独で用いてもよいし、複数を組
み合わせた化合物或いは多層膜として用いてもよい。半導体材料としてはＡｌＮ、ＡｌＧ
ａＮ、ＢＮ、Ｓｉ、ＩｎＧａＮ、ＧａＡｓ、ＩｎＰなどを用いることができる。絶縁体材
料としてはＳｉ、Ｍｇ、Ａｌ、Ｈｆ、Ｎｂ、Ｚｒ、Ｓｃ、Ｔａ、Ｇａ、Ｚｎ、Ｙ、Ｂ、Ｔ
ｉ、Ｃｒの酸化物、窒化物、フッ化物等などの化合物を用いることができる。
【００５０】
また、端面保護膜は、窒化物半導体層に直接接するように形成させるのが好ましい。これ
により、光が窒化物半導体層以外、例えば絶縁膜等の内部へ導入されるのを防ぐことがで
き、迷光を外部に放出し易くすることができる。
【００５１】
また、金属材料のような導電性材料を用いる場合は、窒化物半導体層表面に絶縁層を形成
し、その絶縁層上に形成させることもできる。これにより、窒化物半導体層との材料との
接着性がよくない材料であっても対応することができる。
【００５２】
（製造方法）
本発明の窒化物半導体レーザ素子の製造方法は、ｎ型半導体層、活性層、ｐ型半導体層を
順次形成した後に、エッチングにより共振器面を形成し、この共振器面にウインドウ領域
を形成させる端面成長型ウインドウ構造の製造方法に関するものである。上記のように、
ウインドウ領域の形成位置によって素子特性を改良することができるが、そのようなウイ
ンドウ領域の形成時に素子特性を劣化させないようにすることが必要である。以下、本発
明の端面成長型ウインドウ構造を有する窒化物半導体レーザ素子の製造方法について説明
する。また、特に、ｎ型半導体層突出部を有する場合の製造方法についても詳説する。尚
、窒化物半導体層の各層の組成及び構成等については特に限定されず、種々のものを用い
ることができる。また、電極や絶縁膜等については、ウインドウ領域形成より前に形成さ
れているとその特性が変化するので、好ましくはウインドウ領域形成後に形成する。
【００５３】
（表面保護膜）
本実施の形態における窒化物半導体レーザ素子の製造方法は、エッチングによって形成さ
れる共振器面の表面に、窒化物半導体からなるウインドウ領域を形成させる時にｐ型半導
体層が変質するのを防ぐための表面保護膜を設けることを特徴とする。
【００５４】
ｐ型半導体層まで成長された窒化物半導体層に、窒化物半導体の再成長層からなるウイン
ドウ領域を形成させる場合、まず、共振器面を先に形成させておくことが必要である。そ
のため、積層された半導体層を、半導体の反応装置（成長装置）から一旦取り出し、所望
の形状のエッチングマスクを形成してエッチングにより共振器面を形成させた後、再度反
応装置内に設置して共振器面にウインドウ領域を成長させることになる。このようなウイ
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ンドウ領域の形成が、ミラーなどの誘電体保護膜の形成と大きく異なるのは、その形成条
件である。具体的には、形成時の温度（成長温度）である。真空状態にしてスパッタ等で
形成可能な誘電体保護膜は、反応時の温度が低く、温度によって窒化物半導体素子が変質
することは起こりにくい。しかしながら、ウインドウ領域は、窒化物半導体の成長温度（
５００～１０５０℃程度）において結晶性よく成長させることで光吸収の少ない半導体層
とすることができる。バッファ層の成長温度（２００～４００℃程度）など、比較的低い
成長温度で成長させると、熱による劣化を抑制することは可能でも、得られる窒化物半導
体の結晶性がよくないので、ウインドウ領域として機能しにくい。
【００５５】
本発明においては、ウインドウ領域を形成させない領域を、表面保護膜で被覆しておき、
半導体層の成長温度における熱による変質を低減させるものである。特に、活性層に近い
ｐ型半導体層の表面を表面保護膜で被覆して保護することにより、活性層の変質（劣化）
を抑制するものである。ｐ型コンタクト層の変質を抑制することで、ｐ側電極とのオーミ
ック接触が阻害されることも抑制できる。
【００５６】
（表面保護膜及びエッチングマスク）
ウインドウ領域形成領域以外の窒化物半導体層の表面を被覆する表面保護膜としては、そ
の成長時の温度において分解しにくい安定なものを用いる。このような表面保護膜は、共
振器面形成時のエッチングマスクをそのまま用いてもよいし、また、エッチングマスクを
除去後に形成させてもよい。或いは、エッチングマスクをそのまま残し、さらにその上に
形成させてもよい。いずれにせよ、共振器面形成時のエッチングマスクは、ｐ型半導体層
の上面にのみ形成されているものなので、それ以外の領域でウインドウ領域が形成されな
い部分については別に設ける必要がある。
【００５７】
表面保護膜として用いることが可能な材料としては、以下の（１）～（３）に示すように
種々選択することができる。
【００５８】
まず、（１）表面保護膜として、共振器面形成時のエッチングマスクをそのまま用いる場
合、について述べる。
この場合、エッチングマスクとしては、窒化物半導体層と選択比の異なる材料を用いる。
このような材料としては、エッチングガスによって劣化しにくいものであればよく、例え
ば、金属やＳｉＯ２などの酸化物等を挙げることができる。単なるエッチングのみであれ
ば、これらの何れを用いても特に問題はない。しかしながら、本発明では、エッチング工
程後に半導体成長工程（ウインドウ領域形成工程）を有しているため、半導体成長温度で
安定なものを用いる必要がある。従って、金属の中でも比較的低融点のものは不適である
。例えば、ＮｉやＣｕなどは、ウインドウ領域成長時にｐ型半導体層と反応してしまい、
後で除去しにくいばかりでなく、ｐ型コンタクト層の結晶性を劣化させてしまう。従って
、Ｐｔなど高温時にも安定で分解しにくく半導体層と反応しにくいものであれば、そのま
まウインドウ領域形成時にも表面保護膜として用いることができる。
【００５９】
また、一般的によく用いられる酸化物も、ウインドウ領域形成時にｐ型半導体層内に拡散
してしまうので、その結晶性を劣化させてｐ側電極とのオーミック接触を阻害する。特に
、ＳｉＯ２は、エッチングマスクとしては優れたものであるが、ウインドウ領域成長時に
分解してＳｉがｐ型コンタクト層内に拡散してしまうので好ましくない。Ｓｉはｎ型不純
物でもあるので、そのような元素がｐ型コンタクト層内に拡散すると素子特性に悪影響を
及ぼす。また、その他の材料として、レジストなどの有機化合物をエッチングマスクとし
て用いることもできるが、半導体成長温度にまで昇温された装置内では、溶解或いは分解
してウインドウ領域のみならず、装置内部を汚染することになるので好ましくない。
【００６０】
上記のような熱に対して不安定なエッチングマスクを用いる場合は、単独の層で用いるの
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ではなく、図２（ａ）に示すように、エッチングマスク１４とｐ型半導体層３との間に、
エッチングマスクの成分がｐ型半導体層に拡散するのを防止する表面保護膜（第１の保護
膜）１３を設けることで、ｐ型半導体層の変質を抑制することができる。この第１の保護
膜は、ｐ型半導体層内部にエッチングマスクの成分が拡散するのを抑制するために設ける
ものなので、窒化物半導体層に対する選択比については何ら問わない。但し、その形成面
積は、少なくともエッチングマスクと同じにしておく必要があり、それよりも大きく設け
ることでより確実に拡散を防止することができる。第１の保護膜の好ましい材料としては
、ＡｌＮ、ＩｎＧａＮ、ＧａＮ、ＡｌＧａＮ、Ａｌ２Ｏ３等が挙げられ、特に、ＡｌＮが
好ましい。この層は、後で容易に除去することができるものが好ましい。或いは、ｐ型コ
ンタクト層を目標膜厚よりも厚く形成させておき、その上に拡散しやすいがエッチングマ
スクとして優れているＳｉＯ２などを設けてもよい。但し、このような場合は、後でｐ型
コンタクト層を深くエッチングする必要があるので、リッジストライプを形成させる前の
段階では用いることが可能であるが、そうなるとリッジストライプの幅が細い場合などは
形成しにくくなる。従って、先に述べたように、ｐ型コンタクト層の上に、それとは別の
第１の保護膜を設け、その上にエッチングマスクを設けるのが好ましい。
【００６１】
次に、表面保護膜を（２）共振器面形成時のエッチングマスクを除去後に、新たに表面保
護膜を形成させる場合について説明する。
このような場合は、ウインドウ領域成長時に変質しにくいものであれば用いることができ
るので、上記（１）の場合の第１の保護膜として挙げた材料を選択することができる。但
し、共振器面形成時のエッチングマスクを除去してその後に表面保護膜を形成させるので
、ｐ型半導体層の表面の縁部にウインドウ領域が形成されるようになる。これは、エッチ
ングにより段差が形成されたｐ型半導体層の表面に、除去したエッチングマスクと同一の
大きさの表面保護膜を形成することが技術的に困難なためである。そのために、工程の精
度によっては表面保護膜が共振器面に形成されてしまうことも起こりうる。従って、ウイ
ンドウ領域を制御よく目的の位置に形成させるには、上記（１）の方法が好ましく、（１
）の方法によって共振器面の形成が困難な時、例えば、エッチングマスク材の拡散を防止
するのに適した第１の保護膜がない場合などは、（２）の方法によって形成させることが
できる。
【００６２】
また、上記（１）と（２）の方法を組み合わせた下記のような方法（３）を用いることも
できる。すなわち、（２）のようにエッチングマスクの拡散を防止できる材料がない場合
であっても、共振器面形成後に新たに表面保護膜を形成させるのではなく、次のような方
法を用いてもよい。すなわち、（３）ｐ型半導体層の表面に第１の保護膜を形成し、その
上にエッチングマスクを形成して、エッチングにより共振器面を形成した後、エッチング
マスクのみを除去し、第１の保護膜を残したままウインドウ領域を形成させるものである
。この方法によれば、第１の保護膜は、ウインドウ領域形成時にエッチングマスクの拡散
を防止する必要はなく、ｐ型半導体層の表面の縁部にウインドウ領域が形成されるのを防
ぐ層として機能させることができる。
以上述べたように、共振器面形成時のエッチングの条件や、ウインドウ領域形成時の条件
及び形成位置によって、最も好ましい方法を選択することができる。
【００６３】
（共振器面形成）
上記のようにエッチングマスクや第１の保護膜などの表面保護膜を形成した後は、図２（
ｂ）に示すように、ＲＩＥ（反応性イオンエッチング）などのエッチング方法を用いて、
エッチングを行う。エッチングガスとしては、ＳｉＣｌ４、Ｃｌ２などを用いることがで
きる。エッチングにより共振器面を形成させるには、そのエッチング深さは少なくとも活
性層の端面が露出するまでで、好ましくは活性層及びガイド層を含む導波路領域の端面が
露出するまで行う。また、ｎ型コンタクト層がエッチング底面となるように行うことで、
ｎ電極形成面も同時に形成させることができるので好ましい。このように、エッチング深
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さを比較的浅いところまでとすることで、活性層端面の荒れを抑制することができるので
好ましい。例えば基板が露出するまで深くエッチングすると、活性層がエッチングガスに
長時間晒されることになるので、鏡面を維持しにくくなってしまう。そのため、導波路領
域の端面までをエッチングしておき、それより深くエッチングしないようにすることで、
共振器面を荒れにくくすることができる。
【００６４】
また、本発明においては、基板として、Ｃ面を主面とし、Ａ面をオリフラ面とするサファ
イア基板を用いるのが好ましい。その際、リッジをサファイア基板のオリフラ面に略垂直
な方向に形成させ、共振器面をオリフラ面と略平行な方向に形成させることで、ウインド
ウ領域が結晶性よく形成しやすくすることができる。これは、サファイア基板及び窒化物
半導体層の結晶構造を見てみると、サファイア基板のＡ面と略平行なように窒化物半導体
層の共振器面を形成させることで、その共振器面を窒化物半導体のＭ面に略等しい鏡面と
して形成し易いためである。そのため、ウインドウ領域として成長させる窒化物半導体を
結晶性よく形成させることができる。
【００６５】
（表面保護膜除去）
共振器面形成時のエッチングマスクとして用いたもののうち、ウインドウ領域形成時には
そのまま継続して形成させておくことが好ましく材料があることは既に述べた。すなわち
、エッチングマスクとｐ型半導体層との間に第１の保護膜を形成している場合は、図２（
ｃ）～図３（ａ）にように、ウインドウ領域形成後に、エッチングマスクと第１の保護膜
とからなる表面保護膜を除去する。これに対し、ウインドウ領域形成前には、除去してお
くのが好ましい材料は、共振器面形成後に除去する。その場合は、代わりに表面保護膜を
設けておくことで、ｐ型半導体層上にウインドウ領域が形成されるのを防ぐことができる
。これら表面保護膜は、リッジストライプ形成時のフォトリソ工程等の後工程で特に支障
がない場合は残しておくこともできる。
【００６６】
（ウインドウ領域形成）
上記のようにエッチングにより共振器面を形成させた後の窒化物半導体層を有するウエハ
を、ＭＯＣＶＤ装置内に設置し、装置内の温度を５００～１０５０℃、の圧力を減圧（１
０１３２．５～１０１３２５Ｐａ）及び常圧（１０１３２５Ｐａ）或いは加圧（１０１３
２５～２０２６５０Ｐａ）の範囲内として反応して、図２（ｃ）に示すようにウインドウ
領域を形成させる。図２（ｃ）では、ｐ型半導体層の表面に形成されている表面保護膜以
外の部分にウインドウ領域が形成されているが、このような領域にかぎらず、少なくとも
共振器面にされるようにすることもできる。ウインドウ領域形成時の反応温度は、５００
℃より低いとウインドウ領域の結晶性が悪くなるので好ましくなく、また、１０５０℃よ
りも高くなると、窒化物半導体層の活性層が分解し易くなるので好ましくない。圧力につ
いては、２０２６５０Ｐａより高いとウインドウ領域が成長しにくくなるので好ましくな
く、また、１０１３２．５Ｐａよりも低いとウインドウ領域の結晶性が悪くなり易いので
好ましくない。このように装置の反応条件を設定し、ウインドウ領域となる半導体層の原
料ガスを供給して反応を行うことで、共振器面及び対向する共振器面に挟まれたエッチン
グ底面であるｎ型コンタクト層に半導体層が成長される。
【００６７】
（リッジストライプ形成）
本発明の窒化物半導体レーザ素子では、リッジは、窒化物半導体層のｐ型半導体層の表面
に設けるのが好ましい。方法としては、窒化物半導体層のｐ型コンタクト層の上にＳｉＯ

２などのエッチングマスクをほぼ全面に設けた後に、その上に所定の形状のマスクをかけ
、ＲＩＥ装置によりＣＨＦ３ガス等を用いたフォトリソグラフィー技術によりストライプ
状のエッチングマスクを形成して、エッチングを行う。これにより、図３（ｂ）に示すよ
うに活性層よりも上にストライプ状のリッジが形成される。ｐ型半導体層の一部をエッチ
ング等の手段によりストライプ状の凸部（リッジ）が残るように除去することで実効屈折
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率型の導波路領域を形成することができる。リッジを形成させるには、所望のリッジの幅
にあわせてマスク（保護膜）を形成させる。具体的には、少なくとも活性層及び光ガイド
層とからなる発光層に達しない深さで、好ましくは、ｐ型クラッド層の途中までをエッチ
ングにより除去して、ストライプ状のリッジを残し、これをリッジとする。このエッチン
グの深さによってレーザ素子の構造、特性が異なってくる。
【００６８】
リッジの数は単数でもよく、高出力のためには複数形成してマルチストライプ型のレーザ
素子とすることもできる。リッジの幅としては、上記と同様に１μｍ～３μｍ程度が好ま
しい。複数のリッジを設ける場合は、できるだけ各リッジの幅を同一とすることが好まし
い。幅が異なると各共振器面にかかる負荷が不均一になるので、一部に集中された電流に
よって劣化し易くなるので、そのような現象を回避するためにも、各リッジに均一に電流
が流れるようにするのが好ましい。
【００６９】
このようなリッジは、ストライプ状凸部の底面側の幅が広く上面に近づくに従ってストラ
イプ幅が小さくなる順メサ形状に限らず、逆に凸部の平面に近づくにつれてストライプの
幅が小さくなる逆メサ形状でもよく、また、積層面に垂直な側面を有するストライプであ
ってもよく、或いはこれらが組み合わされた形状でもよい。また、リッジの幅は、導波路
領域内において全てほぼ同じであるのが好ましいが、例えばテーパー状にするなどして、
変更させることもできる。必要はない。このようなリッジ形成は、共振器面形成よりも前
に行うこともできるが、好ましくは、共振器面形成後、更にはウインドウ領域形成後に形
成させるのが好ましい。共振器面よりも先に形成させると、リッジ端部が共振器面形成時
のエッチングの影響を受けて、目的とする幅よりも細くなりやすいので、リッジの幅や深
さによっては、好ましくない場合がある。リッジ端部の幅が狭くなると導波路領域の光の
閉じ込めが強くなって、レーザ光のビーム形状が目的とする角度よりも広がるので、レン
ズ系との結合が設計時と異なるようになり、結合効率が低下するなどの問題が生じやすく
なるので好ましくない。また、ウインドウ領域形成前にリッジを形成させると、先に形成
されているリッジの端部の、特に、リッジ底部近傍でウインドウ領域が異常成長し易くな
る等の問題が生じる場合があるので好ましくない。
【００７０】
（共振器面から突出するｎ型半導体層突出部形成）
本発明では、共振器面をエッチングにより形成しているが、その時のエッチングでは、ｎ
型半導体層の一部が露出するまでの深さとすることが好ましく、特にｎ型コンタクト層が
露出するまでの深さまでしかエッチングしないのが好ましい。これにより、ウインドウ領
域の形成領域を端面全面ではなく、導波路領域近傍の限られた領域とすることができる。
また、エッチングを基板が露出するまで行わず、比較的浅い位置までとすることで、エッ
チングによる共振器面の荒れを少なくすることができる。しかし、そうなると、チップ化
の際に、分割位置に厚い半導体層が残っていることになるので、所望の位置で分割しにく
くなることがある。このような問題を解決するために、対向する共振器面の間を更にエッ
チングして、図４（ｅ）に示すように、共振器面より突出するｎ型半導体層突出部を設け
ることができる。このように、ｎ型半導体層突出部を設けることで、ウインドウ領域の形
成領域を小さくして光損失を低減するとともに、素子分割時を容易にすることができる。
尚、このｎ型半導体層突出部は、図４（ａ）～（ｄ）に示すような第１の保護膜、第２の
保護膜及び電極等を形成した後に行うのが好ましい。
【００７１】
ｎ型半導体層突出部を設けることで、ウインドウ領域の形成領域を小さくして、素子特性
を改良することができ、また、製造工程上においても有利である。すなわち、チップ化し
易くするためには、ある程度の深さまでエッチングすることが必要であるが、それを一度
のエッチングではなく、２段階のエッチングを行うことで、共振器面が荒れることを抑制
し、鏡面に近い面として形成させることができる。エッチングは化学的に半導体層を削り
ながら除去するものであるが、その除去する早さは、エッチングガスの種類や条件、或い
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はマスクの選択比等によって異なる。共振器面は、鏡面に近いような均一な平坦面とする
のが好ましいので、エッチング面ができるだけ荒れないように行う。そのためには、エッ
チング速度がやや遅いエッチングガスを選択するのが好ましい。しかし、そのような速度
で成長基板までエッチングすると、時間がかかり過ぎるためにマスクが保たなくなり、共
振器面が荒れてしまう。そのため、共振器面を形成するために少なくともｎ型半導体層の
一部が露出するまでゆっくりエッチングした後、別のマスクを形成して共振器面を保護し
て異なる条件でエッチングを行う。この場合、エッチングされるのはｎ型半導体層のみで
あるので、共振器面のような鏡面でなくともよく、粗面になってもビーム特性に与える影
響は比較的少ない。そのため、速度の速いエッチングガスを選択することができる。この
ように２段階のエッチングを行うことで、優れた共振器面を得ることができる。このよう
な工程を設けることで、対向する共振器面間の半導体層の膜厚を薄くして、分割時に破損
しにくくなるようにすることができる。
【００７２】
共振器面形成後、その間のエッチングする時には、共振器面を何らかの保護膜で被覆する
のが好ましい。保護膜としては、後で除去してしまうエッチングマスクでもよいし、又、
後でミラー等として残存される保護膜でもよい。また、この場合の保護膜の膜厚（共振器
面上での膜厚）としては、薄くするのが好ましい。これは、共振器面からｎ型半導体層の
突出部の端面までの長さが変わってくるためであり、共振器面から出射されるレーザ光を
遮らないようにするには、ｎ型半導体層の突出部は少ない方が好ましい。但し、エッチン
グ時に保護膜下の半導体層が変質しない程度の膜厚は必要である。これにより、ファーフ
ィールドパターン（ＦＦＰ）のｙ成分にリップル（凹凸）が生じない、優れたビーム特性
を有する半導体レーザ素子とすることができる。また、ｎ型半導体層の突出部形成時のエ
ッチングは、基板が露出するまで行ってもよい。そうすると、チップ化する際に、基板の
みを分割すればよいことになる。
【００７３】
また、このｎ型突出部形成工程は、ウインドウ領域形成後に行うのが好ましい。ウインド
ウ領域よりも先にｎ型半導体層の突出部を形成させると、その突出部の端面にまでウイン
ドウ領域である半導体層が形成されるので、好ましくない。ウインドウ領域は、活性層よ
りもバンドギャップの大きい半導体層からなるが、そのような層が、ｎ型半導体層の突出
部にまで形成されていると、活性層を含む導波路領域から洩れだした光（迷光）が、導波
路領域より下（基板側）の端面であるｎ型半導体層の突出部から外部に放出されることに
なるので、それにより主ビームにノイズが生じるなどの問題が生じるので好ましくない。
また、後の分割性を考慮して対向する共振器面の間の半導体層を薄くするために、ｎ型半
導体層の突出部を形成させるが、その対向する突出部の間にウインドウ領域形成によって
半導体層が積層されてしまうと分割性が悪くなる。チップサイズを大きくすれば、対向す
るｎ型半導体層の突出部の間の距離を大きくして、半導体層が成長しにくい保護膜等を設
けることも可能であるが、歩留まりが低下するので好ましくない。
【００７４】
【実施例】
本発明において、窒化物半導体層を構成するｐ型半導体層、活性層、ｎ型半導体層のデバ
イス構造としては、特に限定されず、種々の層構造を用いることができる。デバイスの具
体的な構造としては、例えば後述の実施例に記載されているデバイス構造が挙げられる。
また、電極、絶縁膜（保護膜）等も特に限定されず種々のものを用いることができる。窒
化物半導体の具体的な例としては、ＧａＮ、ＡｌＮ、若しくはＩｎＮなどの窒化物半導体
や、これらの混晶であるIII－Ｖ族窒化物半導体（ＩｎｘＡｌｙＧａ１－ｘ－ｙＮ、０≦
ｘ、０≦ｙ、ｘ＋ｙ≦１）を用いることができる。窒化物半導体の成長は、ＭＯＶＰＥ、
ＭＯＣＶＤ（有機金属化学気相成長法）、ＨＶＰＥ（ハライド気相成長法）、ＭＢＥ（分
子線気相成長法）等、窒化物半導体を成長させるのに知られている全ての方法を適用でき
る。
以下、実施例として窒化物半導体を用いた半導体レーザ素子について説明するが、本発明
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の半導体レーザ素子は、これに限らず、本発明の技術的思想において、様々な半導体に実
施できることは言うまでもない。
【００７５】
［実施例１］
（バッファ層）　実施例１では、基板としてサファイアを用いる。２インチφ、Ｃ面を主
面とするサファイアよりなる異種基板をＭＯＶＰＥ反応容器内にセットし温度を５００℃
にしてトリメチルガリウム（ＴＭＧ）、アンモニア（ＮＨ３）を用い、ＧａＮよりなるバ
ッファ層を２００Åの膜厚で成長させる。
【００７６】
（下地層）　バッファ層形成後、温度を１０５０℃にして、ＴＭＧ、アンモニアを用い、
アンドープＧａＮよりなる窒化物半導体層を４μｍの膜厚で成長させる。この層は、素子
構造を形成する各層の成長において下地層（成長基板）として作用する。下地層としてこ
の他にＥＬＯ（Ｅｐｉｔａｘｉａｌｌｙ　Ｌａｔｅｒａｌｌｙ　Ｏｖｅｒｇｒｏｗｔｈ）
成長させた窒化物半導体を用いると結晶性が良好な成長基板が得られる。ＥＬＯ成長層の
具体例としては、異種基板上に、窒化物半導体層を成長させ、その表面に窒化物半導体の
成長が困難な保護膜を設ける等して形成したマスク領域と、窒化物半導体を成長させる非
マスク領域とをストライプ状に設け、その非マスク領域から窒化物半導体を成長させるこ
とで、膜厚方向への成長に加えて横方向への成長が成されることにより、マスク領域にも
窒化物半導体が成長して成膜させたものや、異種基板上に成長させた窒化物半導体層に開
口部を設け、その開口部側面から横方向への成長が成されて成膜されたもの等が挙げられ
る。
次に、窒化物半導体からなる下地層の上に、積層構造体を構成する各層を形成する。
【００７７】
（ｎ型コンタクト層）
続いて１０５０℃で、同じく原料ガスにＴＭＧ、アンモニアガス、不純物ガスにシランガ
スを用い、Ｓｉを４．５×１０１８／ｃｍ３ドープしたＧａＮよりなるｎ型コンタクト層
を２．２５μｍの膜厚で成長させる。このｎ型コンタクト層の膜厚は２～３０μｍであれ
ばよい。
【００７８】
（クラック防止層）
次に、ＴＭＧ、ＴＭＩ（トリメチルインジウム）、アンモニアを用い、温度を８００℃に
してＩｎ０．０６Ｇａ０．９４Ｎよりなるクラック防止層を０．１５μｍの膜厚で成長さ
せる。なお、このクラック防止層は省略可能である。
【００７９】
（ｎ型クラッド層）
次に、温度を１０５０℃にして、原料ガスにＴＭＡ（トリメチルアルミニウム）、ＴＭＧ
及びアンモニアを用い、アンドープのＡｌＧａＮよりなるＡ層を２５Åの膜厚で成長させ
、続いてＴＭＡを止め、不純物ガスとしてシランガスを用い、Ｓｉを５×１０１８／ｃｍ
３ドープしたＧａＮよりなるＢ層を２５Åの膜厚で成長させる。そしてこの操作をそれぞ
れ１６０回繰り返してＡ層とＢ層を交互に積層し、総膜厚８０００Åの多層膜（超格子構
造）よりなるｎ型クラッド層を成長させる。この時、アンドープＡｉＧａＮのＡｌの混晶
比としては、０．０５以上０．３以下の範囲であれば、十分にクラッド層として機能する
屈折率差を設けることができる。
【００８０】
（ｎ型光ガイド層）
次に、同様の温度で原料ガスにＴＭＧ及びアンモニアを用い、アンドープのＧａＮよりな
るｎ型光ガイド層を０．１μｍの膜厚で成長させる。この層は、ｎ型不純物をドープさせ
てもよい。
【００８１】
（活性層）
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次に、温度を８００℃にして、原料にＴＭＩ（トリメチルインジウム）、ＴＭＧ及びアン
モニアを用い、不純物ガスとしてシランガスを用い、Ｓｉを５×１０１８／ｃｍ３ドープ
したＩｎ０．０５Ｇａ０．９５Ｎよりなる障壁層を１００Åの膜厚で成長させる。続いて
シランガスを止め、アンドープのＩｎ０．１Ｇａ０．９Ｎよりなる井戸層を５０Åの膜厚
で成長させる。この操作を３回繰り返し、最後に障壁層を積層させて総膜厚５５０Åの多
重量子井戸構造（ＭＱＷ）の活性層を成長させる。レーザ光の発振波長を変更させる場合
は、活性層の組成を変更することで所望の波長とすることができる。特にＩｎの混晶比を
選択することで近紫外域から可視光までの波長領域とすることができる。
【００８２】
（ｐ型キャップ層）
次に、同様の温度で、原料ガスにＴＭＡ、ＴＭＧ及びアンモニアを用い、不純物ガスとし
てＣｐ２Ｍｇ（シクロペンタジエニルマグネシウム）を用い、Ｍｇを１×１０１９／ｃｍ
３ドープしたＡｌＧａＮよりなるｐ型電子閉じ込め層を１００Åの膜厚で成長させる。
【００８３】
（ｐ型光ガイド層）
次に、温度を１０５０℃にして、原料ガスにＴＭＧ及びアンモニアを用い、アンドープの
ＧａＮよりなるｐ型光ガイド層を７５０Åの膜厚で成長させる。このｐ型光ガイド層はア
ンドープとして成長させるが、Ｍｇをドープさせてもよい。
【００８４】
（ｐ型クラッド層）
続いて、１０５０℃でアンドープＡｌ０．１６Ｇａ０．８４Ｎよりなる層を２５Åの膜厚
で成長させ、続いてＴＭＧを止め、Ｃｐ２Ｍｇを用いてＭｇドープＧａＮよりなる層を２
５Åの膜厚で成長させ、総膜厚０．６μｍの超格子層よりなるｐ型クラッド層を成長させ
る。ｐ型クラッド層は少なくとも一方がＡｌを含む窒化物半導体層を含み、互いにバンド
ギャップエネルギーが異なる窒化物半導体層を積層した超格子で作製した場合、不純物は
いずれも一方の層に多くドープして、いわゆる変調ドープを行うと結晶性がよくなる傾向
にあるが、両方に同じようにドープさせてもよい。
【００８５】
（ｐ型コンタクト層）
最後に１０５０℃でｐ型クラッド層の上にＭｇを１×１０２０／ｃｍ３ドープしたｐ型Ｇ
ａＮよりなるｐ型コンタクト層を１５０Åの膜厚で成長させる。ｐ型コンタクト層はｐ型
のＩｎｘＡｌｙＧａ１－ｘ－ｙＮ（ｘ≦０、ｙ≦０、ｘ＋ｙ≦１）で構成することができ
、好ましくはＭｇをドープしたＧａＮとすればｐ電極と最も好ましいオーミック接触が得
られる。反応終了後、反応容器内において窒素雰囲気中でウエハを７００℃でアニーリン
グして、ｐ型層を更に低抵抗化する。
【００８６】
（表面保護膜形成）
以上のようにして窒化物半導体層を積層した後、ウエハを反応容器から取り出し、最上層
のｐ型コンタクト層の表面にＡｌＮからなる表面保護膜をＭＯＣＶＤ装置を用いて形成す
る。このとき、ＡｌＮの膜厚は約２００Åである。
【００８７】
（エッチングマスク形成）
表面保護膜の上に、共振器面がサファイア基板のオリフラ面（Ａ面）に略平行となるよう
にエッチングマスクを形成させる。エッチングマスクとしては、ＳｉＯ２を用い、ＣＶＤ
装置を用いて膜厚約３μｍとなるよう形成させる。
【００８８】
（ｎ型層露出及び共振器面形成）
以上のようにしてエッチングマスクを形成した後、ＲＩＥ（反応性イオンエッチング）を
用いＳｉＣｌ４ガスによりエッチングし、ｎ電極を形成させるためのｎ型コンタクト層の
表面を露出させる。この時、共振器面となる活性層端面を露出させてエッチング端面を共
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振器面とする。
【００８９】
（ウインドウ領域形成）
次に、上記のようにして得られる表面保護膜とエッチングマスクとが形成されている状態
のウエハをＭＯＣＶＤ装置内に設置し、温度を１０５０℃にして、原料ガスとしてＴＭＡ
（トリメチルアルミニウム）、ＴＭＧ及びアンモニアを用い、アンドープのＡｌＧａＮよ
りなるウインドウ領域を膜厚（共振器面からの膜厚）を５０００Åで成長させる。尚、こ
のとき、ｎ型コンタクト層及び、ウインドウ領域形成端面以外の端面等についても、Ａｌ
Ｎ等の表面保護膜を形成させる。
【００９０】
次いで、表面保護膜及びエッチングマスクを除去する。まず、フッ酸でエッチングマスク
のＳｉＯ２を溶解除去し、その後に現像液を用いて表面保護膜であるＡｌＮをエッチング
により除去する。これにより、共振器面及び対向する共振器面間のｎ型コンタクト層の露
出面にＡｌＧａＮ層が形成され、ｐ型コンタクト層の表面が露出されたウエハが得られる
。共振器面に形成されているＡｌＧａＮ層は、ウインドウ領域として機能する層である。
【００９１】
（ストライプ状リッジ形成）
次に、ストライプ状の導波路領域を形成するために、最上層のｐ型コンタクト層のほぼ全
面にＣＶＤ装置により、Ｓｉ酸化物（主としてＳｉＯ２）よりなる保護膜を０．５μｍの
膜厚で形成した後、保護膜の上に所定の形状のマスクをかけ、ＲＩＥ装置によりＣＦ４ガ
スを用いたフォトリソグラフィー技術によりストライプ状の保護膜を形成して、活性層よ
りも上にストライプ状のリッジが形成される。
【００９２】
（第１の絶縁膜）
ＳｉＯ２マスクをつけたまま、ｐ型半導体層表面にＺｒＯ２よりなる第１の絶縁膜を形成
する。この第１の絶縁膜は、ｎ側オーミック電極形成面をマスクして半導体層の全面に設
けてもよい。また、後に分割され易いように絶縁膜を形成させない部分を設ける。第１の
絶縁膜形成後、バッファード液に浸漬して、ストライプ状リッジの上面に形成したＳｉＯ

２を溶解除去し、リフトオフ法によりＳｉＯ２と共に、ｐ型コンタクト層上（更にはｎ型
コンタクト層上）にあるＺｒＯ２を除去する。これにより、リッジの上面は露出され、リ
ッジの側面はＺｒＯ２で覆われた構造となる。
【００９３】
（オーミック電極）
次に、ｐ型コンタクト層上のリッジ最表面及び第１の絶縁膜上にｐ側オーミック電極を形
成させる。このｐ側オーミック電極は、Ｎｉ－Ａｕからなる。また、ｎ型コンタクト層上
面にもｎ側オーミック電極を形成させる。ｎ側オーミック電極はＴｉ－Ａｌからなり、リ
ッジと平行で、かつ、同程度の長さのストライプ状に形成されている。これら電極形成後
、酸素：窒素が８０：２０の割合の雰囲気中で、６００℃でアニーリングすることで、ｐ
側及びｎ側オーミック電極を合金化し、良好なオーミック特性を有するオーミック電極と
する。
【００９４】
（第２の絶縁膜）
次いで、ＳｉＯ２及びＺｒＯ２からなる誘電体多層膜を、ウインドウ領域を形成させてい
る出射側共振器面を除いてほぼ全面に形成させる。ＳｉＯ２とＺｒＯ２は交互に３ペア積
層させることで、モニター側の共振器面のミラーとして機能する。その後、リッジ上部の
ｐ側オーミック電極とｎ側オーミック電極の一部にレジストを塗布し、ドライエッチング
することでそれぞれの電極の一部を露出させる。
【００９５】
（パッド電極）
次に、上記の第２の絶縁膜を覆うようにｐ側パッド電極及びｎ側パッド電極を形成する。
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このパッド電極は、Ｎｉ－Ｔｉ－Ａｕからなり、第２の絶縁膜を介してｐ側オーミック電
極及びｎ側オーミック電極にそれぞれストライプ状に接している。
【００９６】
（ｎ型半導体層の突出部形成）
次に、先の共振器面形成時のエッチングによって露出されているｎ型コンタクト層を更に
エッチングしてｎ型半導体層の突出部を形成させる。まず、ＳｉＯ２をウエハ前面に形成
した後、その上にｎ型コンタクト層の露出面を除いてレジスト膜を形成し、基板が露出す
るまでエッチングする。これにより、先に形成させたウインドウ領域と、そのウインドウ
領域から突出するｎ型半導体層の突出部が形成される。また、このｎ型半導体層の突出部
は、ウインドウ領域を形成していない側の共振器面（モニター側共振器面）側にも形成す
ることができる。
【００９７】
（出射面側保護膜形成）
上記のように形成されたウインドウ領域に出射面側保護膜としてＳｉＯ２とＺｒＯ２より
なる誘電体保護膜を形成する。この出射面側保護膜は、モニター側保護膜よりも低反射率
となるように設計する。
次いで、リッジストライプに垂直な方向で基板側からバー状に割り、最後にリッジストラ
イプと平行な方向でバーを切断して本発明の窒化物半導体レーザ素子を得る。
【００９８】
以上のようにして得られる窒化物半導体レーザ素子は、室温において閾値２．０ｋＡ／ｃ
ｍ２、３０ｍＷの高出力において、発振波長４０５ｎｍの連続発振が確認され、また、Ｃ
ＯＤを発生せず、良好なビームが得られる。
【００９９】
［実施例２］
実施例２では、表面保護膜をＰｔとし、これをエッチングマスクを兼用する表面保護膜と
して用いる以外は実施例１と同様に行い、本発明の窒化物半導体レーザ素子を得る。この
場合、ウインドウ領域形成後に、Ｐｔを除去する際に王水を用いる。以上のようにして得
られる窒化物半導体レーザ素子は、室温において閾値２．０ｋＡ／ｃｍ２、３０ｍＷの高
出力において、発振波長４０５ｎｍの連続発振が確認され、また、ＣＯＤを発生せず、良
好なビームが得られる。
【０１００】
［実施例３］
実施例３では、ｐ型半導体層の表面にＳｉＯ２からなるエッチングマスクを形成して共振
器面を形成し、ウインドウ領域形成前にＳｉＯ２を除去し、その除去により露出されるｐ
型半導体層表面及びウインドウ領域を形成させる端面以外に表面保護膜としてＡｌＮを設
ける以外は、実施例１と同様に行う。以上のようにして得られる窒化物半導体レーザ素子
は、室温において閾値２．０ｋＡ／ｃｍ２、３０ｍＷの高出力において、発振波長４０５
ｎｍの連続発振が確認され、また、ＣＯＤを発生せず、良好なビームが得られる。
【０１０１】
［実施例４］
実施例４では、実施例１の出射側保護膜を形成後に、リッジから離間する位置にＳｉＯ２

（１３５０Å）／Ｔｉ（２５００Å）からなる遮光膜を形成する以外は、実施例１と同様
に行い本発明の窒化物半導体レーザ素子を得る。以上のようにして得られる窒化物半導体
レーザ素子は、室温において閾値２．０ｋＡ／ｃｍ２、３０ｍＷの高出力において、発振
波長４０５ｎｍの連続発振が確認され、また、ＣＯＤを発生せず、ＦＦＰ－ｘにおいても
リップルのない良好なビームが得られる。
【０１０２】
［実施例５］
実施例５では、リッジを３本有するマルチストライプ型の窒化物半導体レーザ素子を形成
させる以外は実施例１と同様に行い、本発明の窒化物半導体レーザ素子を得る。得られる
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において発振波長４０５ｎｍの連続発振が確認され、また、ＣＯＤも発生せず、良好なビ
ームが得られる。
【０１０３】
［実施例６］
実施例６では、ウインドウ領域形成後、リッジストライプ形成後に、成長基板を除去し、
露出したｎ型半導体層にＣｕ－Ｗからなる支持基板を接合する以外は実施例６と同様に行
い、本発明の窒化物半導体レーザ素子を得る。得られる窒化物半導体レーザ素子は、室温
において閾値２．０ｋＡ／ｃｍ２、３０ｍＷの高出力において発振波長４０５ｎｍの連続
発振が確認され、また、ＣＯＤも発生せず、良好なビームが得られる。
【発明の効果】
本発明の窒化物半導体レーザ素子は、ｎ型半導体層の突出部を有し、その突出部の端面に
はウインドウ領域を設けないようにすることで、共振器面に設けられるウインドウ領域の
形成面積を小さくすることができる。これにより、ウインドウ領域を伝搬して出射部以外
の端面から光が放出されるのを抑制することができるので、ビーム特性の良好な窒化物半
導体レーザ素子とすることができる。また、本発明の半導体レーザ素子の製造方法は、ウ
インドウ領域を有する窒化物半導体レーザ素子のように、窒化物半導体層を成長後に、層
を加工する工程を経て、その後に窒化物半導体からなる成長層を成長させるという再成長
工程を含む窒化物半導体レーザ素子に適用することができる。特に、ｐ型半導体層まで成
長させた後に再成長工程を有する場合に、ＳｉＯ２などｐ型コンタクト層に拡散しやすい
材料からなるエッチングマスクを半導体層に直接接しないようにすることで、再成長時に
エッチングマスクの構成元素が半導体層内に拡散するのを抑制することができるので、結
晶性の悪化を抑制し、かつ、電気的特性を劣化しにくくすることができる。これにより、
寿命特性に優れた半導体レーザ素子とすることができ、しかも、ウインドウ領域を有する
ことで、端面劣化を生じにくい半導体レーザ素子を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】（ａ）本発明の実施の形態の窒化物半導体レーザ素子を説明する斜視図、（ｂ）
図１（ａ）のＸ－Ｘ‘断面図、（ｃ）図１（ａ）のＹ－Ｙ’断面図
【図２】（ａ）～（ｃ）本発明の工程を説明する斜視図及び断面図
【図３】（ａ）～（ｂ）本発明の工程を説明する斜視図及び断面図
【図４】（ａ）～（ｅ）本発明の工程を説明する斜視図及び断面図
【符号の簡単な説明】
１・・・基板
２・・・ｎ型窒化物半導体層
３・・・ｐ型窒化物半導体層
４・・・活性層
５・・・ｐ側オーミック電極
６・・・ｐ側パッド電極
７・・・ｎ側オーミック電極
８・・・ｎ側パッド電極
９・・・ウインドウ領域
１０・・・リッジストライプ
１１・・・第１の絶縁膜
１２・・・第２の絶縁膜
１３・・・第１の保護膜（表面保護膜）
１４・・・エッチングマスク
１５・・・ｎ型半導体層突出部
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